
工事店・責任技術者の皆様へ  

 

◎更新にあたり・・・ 

改めて市が指定する指定工事店としての義務と責任を自覚し、法令・ 

条例等を遵守して、施工にあたっていただきますようお願いします。 

この機会に、重要なライフラインである排水設備を安心してご使用いただける 

よう、法令・条例等を見直してみましょう。 

条例等には、 

・工事の丸投げ・名義貸し 

・排水設備の確認通知を受ける前に着工すること  

などの禁止事項や、指定工事店の指定の取消や過料についても規定しています。 

 

〇主な工事申請の流れ 

 

 

 

☆ 排水設備 

  確認申請の提出 

工事着手の５日以上前 

 

確認通知を受け取る 

 

工事着手 

 

工事完成 

 

完成届の提出 

工事完成後５日以内 

 

章標（完成済証）を受け取る 

 

 

 

※ 公共ますの設置には別途承認申請が必要です。 

         

 

逗子市 環境都市部 下水道課 

 

市ホームページ 

（ページ番号 1001997）に 

排水設備工事及び下水道施設

工事（自費工事）の際の 

手引きや条例等を掲載してい

ます。  

 


